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令和６年９月市議会定例会 提案説明 

 

本定例会に提案いたしました諸議案の説明に先立ちまして、所信の一

端を申し述べさせていただきます。 

 

１．はじめに 

昭和４０年に誕生し、今年で６０回の節目を迎えた鳥取しゃんしゃん

祭は、一斉傘踊りの観客数は過去最多の２４万１，０００人、３日間の

総観客数では延べ３５万５，６００人となるなど、新型コロナウイルス

感染症からの復興を改めて実感するとともに、待ちかねていた皆様の熱

気を肌で感じることができました。歴史と伝統ある鳥取しゃんしゃん祭

を着実に次の時代へ継承することができることを、心より喜ばしく思う

とともに、今日まで、多方面で支えていただいた市民の皆様、そして関

係者の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。  

一方、物価高騰が長期化するなか、鳥取県内における春闘の最終結

果では、賃上げ平均月額は１万１，８５０円となり、１９９０年以降

で過去最高、賃上げ率においては３０年ぶりの高水準となった昨年度

をさらに上回ることとなり、また、厚生労働省が８月５日に発表した

６月の毎月勤労統計においては、２７か月ぶりに実質賃金がプラスと

なりました。本市といたしましても、物価上昇に負けない経済成長が

重要と考えており、引き続き、切れ目なく物価高騰対策を展開すると

ともに、鳥取駅周辺の再生や、鳥取砂丘・鳥取城跡周辺の魅力向上に
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よる滞在型観光の推進、子育て支援の充実など、全ての世代が将来に

わたって安心して暮らし続けることができ、次代を担う子どもたちで

賑わうまちづくりを進めてまいります。 

 

２．災害に強いまちづくり 

 本市に甚大な被害をもたらした昨年の台風第７号から１年が経過し、

被災した各地域では、防災意識のさらなる向上と、生まれ育った地域で

暮らし続けられる地域づくりの促進のため、住民団体が企画したふるさ

と復興イベントが行われており、特に被害が大きかった佐治町では、こ

の災害を検証し後世への教訓として活かすため、記録誌の作成などが地

域一丸となって進められています。 

また、先月８日には、日向灘でマグニチュード７.１の地震が発生した

ことから、政府は初めて南海トラフ地震臨時情報を発表し、地震発生の

可能性が高まっているとして注意を呼び掛けました。南海トラフ地震が

発生した場合、本市では最大で震度５強の揺れが想定されており、市公

式ウェブサイトで地震への備えについて注意喚起を行ったところです。

本年、元日に発生した能登半島地震も記憶に新しいところであり、市民

の生命・財産を守るためには、本市における防災体制の継続的な強化が

重要です。具体的には、避難情報の発令状況を、地図などを用いて、市

民をはじめ、観光客などにも分かりやすく伝える防災ポータルサイトの

整備を行うとともに、地震を感知した際に電気の供給を遮断して火災
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の発生を抑止する感震ブレーカー設置補助制度の創設、自然災害などで

大規模な停電が発生しても、介護事業所が安定して事業を続けられるよ

う、非常用自家発電設備の整備支援を進めるなど、近い将来に起こると

される南海トラフ地震を含めた災害への備えを強化し、地域全体の防災

力の向上を図ってまいります。 

 

３．旧本庁舎跡地活用 

市役所旧本庁舎跡地の活用については、市民の皆様や議会、専門家委

員会をはじめ、多くの方からご意見を伺いながら取りまとめた整備計画

や実施設計に沿って、防災機能を備えた緑地広場やイベント広場、駐車

場を整備してまいります。先の６月市議会定例会で事業実施に必要な補

正予算を議決いただいた後、近隣にお住まいの方や地域団体、関係機関

などに事業概要を説明するなど、工事着手に向けて準備を行ってきたと

ころであり、いよいよ今月下旬から順次入札を行い、令和７年度末まで

の完成に向けて、着実に取り組んでまいります。 

また、緑地広場などが、長く市民に愛され、利用される施設となり、

さらには、本市はもとより、麒麟のまち圏域にお住いの方からも親しま

れる施設となるよう、広く愛称を募集したいと考えております。 

多くの皆様に参画いただきながら取り組んできた庁舎跡地の活用に

つきましては、引き続き、市民の皆様の期待に応え、中心市街地の活性

化はもとより、本市の活性化につながるよう、しっかりと取り組んでま
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いります。 

 

４．まちなかの魅力づくり 

鳥取駅の高架から半世紀近くが経ち、駅周辺の賑わいの減少、バスタ

ーミナルの老朽化など麒麟のまち圏域の核である駅周辺の機能が多く

の課題を抱えている現状を踏まえ、次の時代を担う若者が夢や希望を持

ち、鳥取市に住み続けたいと思える駅周辺の再生に向けた取り組みを始

めたところです。現在は、構想段階となる「鳥取駅周辺再生基本計画」

を本年６月２８日に策定し、これからは、この基本計画に基づき、整備

する施設・機能の内容や、その整備手法などを明らかにする「鳥取駅周

辺再生整備計画」の令和７年度中の策定を目指し、様々な取り組みを進

めています。 

その一環として、市、県、ＪＲ西日本、鳥取商工会議所が一緒になっ

て、「四者連携協議会」を７月８日に設立し、事業推進の体制強化を図る

とともに、８月２日に実施したサウンディング型市場調査では、県内外

から３８社と大変多くの民間企業に参加をいただき、以前から市民ニー

ズの高いシネマコンプレックスをはじめ、ブックカフェや飲食店、マン

ションなど多様な業態の出店意欲を確認することができました。 

今後は、こうした取り組みに加えて、若者や子育て世代を対象とした

ワークショップや、市民フォーラムを継続的に開催し、市民の皆様と一

緒になって、次の５０年へと続く鳥取駅周辺、そして中心市街地の再生
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に向けた新たな未来を創りあげていきたいと考えております。 

また、バス運転手が不足するなか、本市では、市民の移動手段を確保

するための未来型の交通として、路線バスへの自動運転技術の導入に向

けた取り組みを進めており、本年１２月には、本市で２回目となる自動

運転バスの実証運行を中心市街地で行うこととしております。 

昨年度実施した実証運行では、走行した区間の８割以上で運転手が関

与しない自動運転を実現しており、今回は、９割以上の自動運転をめざ

して信号機との連携など新たな検証を行います。 

自動運転バスの本格導入に向けては、まだ課題もありますが、中国運

輸局や県警本部など関係機関とも連携し、駅周辺整備と連動した魅力あ

る未来型の交通体系構築を目指してまいります。 

 

５．観光・物産振興 

 鳥取県が発表した「令和５年観光客入込動態調査結果」では、鳥取砂

丘・いなば温泉郷周辺を訪れた観光客数は県内観光エリアの中で最も多

い３１０万９，０００人となり、過去１０年で最も高い数値となりました。 

このうち、多くの旅行者の目的地となっている鳥取砂丘におきまして

は、砂丘トンネル出口付近一帯に樹木が繁茂し、眺望を妨げています。

生態系などへの影響に配慮しながら、県などと連携した立木の伐採に取

り組み、世界に誇れる鳥取砂丘の美しい景観を保全してまいります。 

また、来年開催される「大阪・関西万博」を見据え、インターネット
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ショップ「とっとり市」を活用し、インバウンド観光客へ向けた物産販

売に取り組むとともに、更なる観光誘客に向け、ＪＲや県、市町村と連

携したキャンペーンに取り組んでまいります。 

さらに、ふるさと納税について、ねんりんピックと連携した広報や、

返礼品の魅力を伝える写真撮影、効果的な広告の製作によるブランディン

グの強化を行い、本市の地元産品の魅力を多くの皆様に知っていただくと

ともに、ふるさと納税による寄附を契機とした関係人口の創出を図ります。 

 

６．脱炭素のまちづくり 

 本市は、昨年４月に環境省の「脱炭素先行地域」に選定され、２０３０

年度までに電力使用に伴うカーボンニュートラルと地方創生を同時に実

現するため、若葉台地域と佐治町において、地域脱炭素の様々な取り組

みを進めています。 

 具体的には、戸建住宅へ太陽光発電設備・蓄電池を導入し、高度なエ

ネルギーマネジメント技術で蓄電池などを制御し、効率的に需給調整す

ることで再生可能エネルギーの地産地消を一層推進する先進的な取り

組みを展開しており、本事業の核となるこれらの取り組みを加速させる

ため、本市が中心となって、技術・知見を有する企業と連携し、新たな

事業体の立ち上げを行います。 

 これら持続可能な地域エネルギービジネスを通じて、２０３０年度ま

でに鳥取市脱炭素先行地域計画を実現することはもとより、２０５０年
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のゼロカーボンシティ実現に向けた道筋を付け、エネルギーコストの

縮減や災害耐性の向上など、安全・安心に住み続けられるまちづくりに

つなげてまいります。 

 

７．子育て支援の充実 

本市では、安心して子どもを産み育てられるまちであり続けるため、

本年４月より、母子保健と児童福祉の総合拠点となる「こども家庭セン

ター」を開設し、妊娠期から子育て期まで、切れ目ない、きめ細やかな

子ども・子育て支援に取り組んでおり、８月までに１，０００件を超え

る相談を受けるなど、子育て世代の皆様に大変喜んでいただいております。 

令和５年１２月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、この

１０月から児童手当が拡充され、所得制限の撤廃や高校生年代までの支

給期間の延長、多子としてカウントする子の範囲の拡大や、第３子以降

の支給額が３万円となる改正が実施されます。こうした国の制度改正に

速やかに対応し、子育て世帯の経済的負担の軽減に努めてまいります。 

また、産後の心身のケアや育児サポートのための産後ケア事業につい

て、本年度より、対象期間を生後１歳まで拡大し、利用者も年々増加し

ているところであり、引き続きより多くの方に利用していただき、安心

して子育てができる支援体制の確保に努めてまいります。 

さらに、私立保育園などにおいては、保育士の業務負担を軽減し、働

きやすく安心して保育を行える環境の整備や、保護者の利便性の向上を
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図るための保育業務支援システムの導入支援を行うなど、地域の実情に

応じた保育ニーズへの対応や子育て支援を力強く進めてまいります。 

 

８．令和５年度の決算 

 令和５年度は、所得環境に回復の動きが見られたことなどから、市税

収入は２４３億円を超え、前年度から２．３億円の増収となるなど、本

市が切れ目なく取り組んできた経済対策や、コロナ禍からの復興・再生

に向けた取り組みの成果が着実に現れた年となりました。 

歳出面では、原材料・エネルギー価格の高騰が市民生活に大きな影響

を及ぼすなか、物価高騰対策に迅速に取り組むとともに、トスク閉店の

影響を受ける事業者や中山間地での買い物環境確保への取り組み支援、

台風第７号などにより甚大な被害を受けた道路・河川・農地などの災害

復旧、結婚・妊娠・出産・子育てへの支援、地域共生のまちづくり、デ

ジタル化の加速、グリーン社会の実現などに取り組みました。 

これにより、一般会計のほか１３の特別会計において全て黒字決算と

なりました。実質公債費比率は０．１ポイント上昇し８．８％に、将来負

担比率は２．５ポイント上昇し６５．０％となりましたが、いずれも国が

示す健全化の判断基準を大幅に下回っており、これまで取り組んできた

行財政改革により、財政の健全性は堅持できているものと考えています。 

今後も、健全な財政運営に努めながら、「ひとを大切にするまち、鳥取

市」を合言葉に、公約でお示しした施策を着実に前進させ、本市の明る



- 9 - 

 

い未来づくりに向けた取り組みをしっかりと進めてまいります。 

 

９．議案の説明 

それでは、本定例会に提案いたしました諸議案につきまして説明申し

上げます。 

議案第９３号から議案第９６号までは、一般会計及び特別会計の補正

予算でありまして、ただいま申し述べました施策に関連した経費などを

計上しております。 

議案第９７号から議案第１０１号までは、一般会計及び特別会計並び

に企業会計の令和５年度決算等について、議会の認定に付す案件です。 

議案第１０２号は、鳥取市鹿野町鹿野財産区議会が令和６年３月３１

日限り廃止されたことに伴い、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度鳥取市鹿野町鹿野財産区管理事業費特別会計歳入歳出決

算を議会の認定に付す案件です。 

議案第１０３号は、健康保険の被保険者証廃止後、国民健康保険の資

格情報を庁内連携で確認するため、また、生活保護法の改正に伴い、所

要の整理を行うため、関係する条例の一部を改正するものです。 

議案第１０４号は、特定非営利活動法人十人十色の鳥取市控除対象特

定非営利活動法人の指定を取り消すため、関係する条例の一部を改正す

るものです。 

議案第１０５号は、印鑑登録証明書、住民票又は戸籍の附票の写しな
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どを庁舎内に設置する多機能端末機で交付するため、関係する条例の一

部を改正するものです。 

議案第１０６号は、鳥取市用瀬町山口集会所を廃止するため、関係す

る条例の一部を改正するものです。 

議案第１０７号は、印鑑登録申請の本人確認等に必要な回答書の持参

期限を変更するとともに、登録証明書を庁舎内に設置する多機能端末機

で交付するため、関係する条例の一部を改正するものです。 

議案第１０８号は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括

支援センターにおける職員配置基準を柔軟化するほか、所要の整理を行

うため、関係する条例の一部を改正するものです。 

議案第１０９号は、国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の整理を

行うため、関係する条例の一部を改正するものです。 

議案第１１０号は、鳥取市公設地方卸売市場の再整備に伴い、市場内

で卸売を受けた物品を仕分け又は調製して販売する業務を行うことが

できる仲卸業者について規定するとともに、所要の整備を行うため、関

係する条例の一部を改正するものです。 

議案第１１１号は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

に伴い、管理不全空家等について規定するほか、所要の整備を行うため、

関係する条例の一部を改正するものです。 

議案第１１２号は、鳥取市中山間ふるさと・水と土保全対策基金を廃

止するため、関係する条例の一部を改正するものです。 
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議案第１１３号は、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更

するための協議について、必要な議決を求めるものです。 

議案第１１４号は、辺地対策事業債の活用を計画している事業を、辺

地に係る公共的施設の総合整備計画に位置づけるに当たり、必要な議決

を求めるものです。 

議案第１１５号は、過疎対策事業債の活用を計画している事業を、鳥

取市過疎地域持続発展計画に位置付けるに当たり、必要な議決を求める

ものです。 

議案第１１６号は、議案第１０６号に関連し、鳥取市用瀬町山口集会

所を地元自治会へ無償譲渡するに当たり、必要な議決を求めるものです。 

議案第１１７号は、豊実保育園改築事業業務委託契約の変更について、

必要な議決を求めるものです。 

議案第１１８号は、倉田保育園改築事業業務委託契約の変更について、

必要な議決を求めるものです。 

議案第１１９号は、鳥取市民体育館再整備事業契約の変更について、

必要な議決を求めるものです。 

議案第１２０号は、鳥取市青谷町総合支所大規模改修（建築）工事請

負契約の締結について、必要な議決を求めるものです。 

議案第１２１号は、佐治用瀬一般廃棄物処理施設解体工事請負契約の

締結について、必要な議決を求めるものです。 

議案第１２２号から議案第１２４号までは、平成２７年度、令和２年
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度、及び令和６年度に購入した小学校などの教師用教科書及び指導書に

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定により、市議会に議決を付すべきところ、これを経ずに

取得したものが３件あったため、追認を求めるものです。このようなこ

とが発生したことは、本市の行政運営に係る信頼を失うものであり、市

民の皆様並びに議員の皆様に深くお詫び申し上げます。改めて、法令遵

守について職員の意識強化を図るとともに、再発防止に向けて取り組ん

でまいります。 

報告第２２号は、鳥取市土地開発公社など１９法人から、令和５年度

の経営状況を説明する書類が提出されましたので、地方自治法の規定に

より報告するものです。 

報告第２３号は、公立大学法人公立鳥取環境大学評価委員会から、公

立鳥取環境大学の令和５年度における業務の実績に関する評価報告が

ありましたので、地方独立行政法人法の規定により報告するものです。 

報告第２４号及び報告第２５号は、令和５年度決算に基づく健全化判

断比率、資金不足比率を監査委員の審査に付しましたので、その意見を

付けて報告するものです。 

報告第２６号は、令和６年５月１７日、河原第一小学校敷地内におい

て除草作業中、草刈り機で石を跳ね、相手方車両を破損させた事故の損

害賠償の額及び和解について、令和６年７月５日に専決処分しましたの

で報告するものです。 
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 以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を説明申し

上げました。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 


